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平成 年 月 日（水）

号外第 号

14 12 25

170

毎週火 金曜日発行･

公布 条例

◇ 鳥取県議会情報公開条例 一部 改正 条例（ ）（議会事務局総務課）……………………

◇ 鳥取県議会情報公開条例施行規程 一部改正（ ）（議会事務局総務課）………………………

◇鳥取県議会情報公開条例 一部 改正 条例

独立行政法人等及 出資法人 関 情報 取扱 、県 機関、国等 関 情報 取扱

同様 。（第 条、第 条関係）

他所要 規定 整備 行 。

条例 、公布 日 施行 。

鳥取県議会情報公開条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県議会情報公開条例 一部 改正 条例

鳥取県議会情報公開条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄 掲 規定 同表 改正後 欄 掲 規定 、下線 示 改正 。
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改 正 後 改 正 前

（公文書 開示義務）

第 条 議長 、開示請求 、開示請求

係 公文書 次 各号 掲 情報（以下「非開示情

報」 。） 記録 場合 除

、開示請求者 対 、当該公文書 開示

。

（ ） 略

（ ） 個人 関 情報（事業 営 個人 当該事業

関 情報 除 。） 、特定 個人 識

（公文書 開示義務）

第 条 議長 、開示請求 、開示請求

係 公文書 次 各号 掲 情報（以下「非開示情

報」 。） 記録 場合 除

、開示請求者 対 、当該公文書 開示

。

（ ） 略

（ ） 個人 関 情報（事業 営 個人 当該事業

関 情報 除 。） 、特定 個人 識
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別 、若 識別 得 又 特定 個人

識別 、公 、

個人 権利利益 侵害 。

、次 掲 情報 除 。

・ 略

公務員等（国家公務員法（昭和 年法律第

号）第 条第 項 規定 国家公務員（独立行

政法人通則法（平成 年法律第 号）第 条第

項 規定 特定独立行政法人 役員及 職員

除 。）、独立行政法人等（独立行政法人等 保

有 情報 公開 関 法律（平成 年法律第

号）第 条第 項 規定 独立行政法人等

。以下同 。） 役員及 職員、地方公務

員法（昭和 年法律第 号）第 条 規定

地方公務員並 出資法人（県 資本金、基本金

他 準 又 会費 総額 分

以上 支出 法人 。以下同 。）

役員及 職員 。） 職務 遂行 係 情

報 含 当該公務員等 職 名称 他職務

上 地位 表 名称及 氏名（当該公務員等 権

利利益 不当 侵害 情報

、議長 定 除 。）並 当該職務

遂行 内容

略

（ ） 法人 他 団体（国、独立行政法人等、地方

公共団体、出資法人及 会派 除 。以下「法人等」

。） 関 情報又 事業 営 個人 当該

事業 関 情報 、次 掲 。

、人 生命、健康、生活又 財産 保護

公 必要 認 情報 除 。

・ 略

（ ）・（ ） 略

（ ） 県 機関、国、独立行政法人等、他 地方公共

団体及 出資法人 内部又 相互間 審議、

検討又 協議 関 情報 、公

、率直 意見 交換若 意思決定 中立

性 不当 損 、不当 県民 間 混

乱 生 又 特定 者 不当 利益

与 若 不利益 及

（ ） 県 機関、国、独立行政法人等、他 地方公共

団体又 出資法人 行 事務又 事業 関 情報

、公 、次 掲

他当該事務又 事業 性質上、当該事務又 事

業 適正 遂行 支障 及

監査、検査、取締 又 試験 係 事務 関 、

正確 事実 把握 困難 又 違法若

不当 行為 容易 、若 発見

困難

契約、交渉又 争訟 係 事務 関 、県、国、

別 、若 識別 得 又 特定 個人

識別 、公 、

個人 権利利益 侵害 。

、次 掲 情報 除 。

・ 略

公務員（国家公務員法（昭和 年法律第 号）

第 条第 項 規定 国家公務員及 地方公務

員法（昭和 年法律第 号）第 条 規定

地方公務員 。） 職務 遂行 係 情報

含 当該公務員 職 名称 他職務上 地

位 表 名称及 氏名（当該公務員 権利利益

不当 侵害 情報 、議長

定 除 。）並 当該職務遂行 内

容

略

（ ） 法人 他 団体（国及 地方公共団体 除 。

以下「法人等」 。） 関 情報又 事業

営 個人 当該事業 関 情報 、次 掲

。 、人 生命、健康、生活又 財産

保護 公 必要 認

情報 除 。

・ 略

（ ）・（ ） 略

（ ） 県議会及 県議会以外 県 機関並 国及

他 地方公共団体 内部又 相互間 審議、

検討又 協議 関 情報 、公

、率直 意見 交換若 意思決定 中立

性 不当 損 、不当 県民 間 混

乱 生 又 特定 者 不当 利益

与 若 不利益 及

（ ） 県議会 事務又 事業 関 情報 、

公 、次 掲 他当該

事務又 事業 性質上、当該事務又 事業 適正

遂行 支障 及

契約、交渉又 争訟 係 事務 関 、県 財
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独立行政法人等、他 地方公共団体又 出資法人

財産上 利益又 当事者 地位 不当

害

調査研究 係 事務 関 、 公正 能率

的 遂行 不当 阻害

略

県、国若 他 地方公共団体 経営 企

業又 独立行政法人等若 出資法人 係 事

業 関 、 企業経営上 正当 利益 害

（ ） 鳥取県情報公開条例（平成 年鳥取県条例第

号）第 条第 項 規定 実施機関 取得

公文書 記録 情報 、同条例第 条第

項各号 該当

（第三者 対 意見書提出機会 付与）

第 条 開示請求 係 公文書 開示請求者、国、独立

行政法人等、地方公共団体及 出資法人以外 者（以

下「第三者」 。） 関 情報 記録

、議長 、開示決定等 当 、当

該第三者 対 、意見書 提出 機会 与

。

・ 略

産上 利益又 当事者 地位 不当 害

略

（ ） 県議会以外 県 機関 取得 公文書 記

録 情報 、鳥取県情報公開条例（平成

年鳥取県条例第 号）第 条第 項各号

該当

（第三者 対 意見書提出機会 付与）

第 条 開示請求 係 公文書 開示請求者、国及 地

方公共団体以外 者（以下「第三者」 。） 関

情報 記録 、議長 、開示決定

等 当 、当該第三者 対 、意見書 提

出 機会 与 。

・ 略

改 正 後 改 正 前

（個人 関 情報）

第 条 条例第 条第 号 議長 定 情報 、次

。

（ ） 当該公務員等 給与、勤務成績 他通常他人

知 相当 認 情報

（ ） 開示 、当該公務員等 対 暴

（個人 関 情報）

第 条 条例第 条第 号 議長 定 情報 、次

。

（ ） 給与、勤務成績 他 通常他人 知

相当 認 情報

（ ） 開示 、当該公務員 対 暴行、
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附 則

条例 、公布 日 施行 。

鳥取県議会情報公開条例施行規程（平成 年鳥取県議会告示第 号） 一部 次 改正 。

平成 年 月 日

鳥取県議会議長 石 黒 豊

次 表 改正前 欄 掲 規定 同表 改正後 欄 掲 規定 、下線 示 改正 。
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行、脅迫等 招 明白 差 迫 危険 予見

情報

条例第 条第 号 議長 定 情報 、次

。

（ ） 会議等 開催 伴 食糧費 支出 係 鳥取県

会計規則（昭和 年鳥取県規則第 号）第 条

第 項 規定 支出負担行為書、同規則第 条第

項 規定 支出仕訳書又 添付

公文書 記載 、当該会議等 出席 者

職 名称 他職務上 地位 表 名称及 氏名

並 当該支出 内容

（ ） 交際費 支出 係 公文書 記載 当該交

際費 支出 対象 者 職 名称 他職務

上 地位 表 名称及 氏名並 当該支出 内容

（公文書開示決定通知書等）

第 条 略

（意見書提出 機会 付与 要 情報）

第 条 条例第 条第 項第 号 議長 定 情

報 、第 条第 項各号 掲 情報 。

脅迫等 招 明白 差 迫 危険 予見

情報

（公文書開示決定通知書等）

第 条 略
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附 則

告示 、平成 年 月 日 施行 。この は から する14 12 25


